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改正薬機法の施行省令・通知が出ました 
- 続報 継続的服薬指導の留意事項 - 

 

◼ 本年９月施行の、服薬期間中のフォローの義務化その他に関連し、留意事項が通知で示され
ましたので、お知らせいたします。詳細は、別添課長通知をご覧ください。 

 

 
◼ 主な留意点は次のとおりです（昨日のダイレクトメール第 56号と一部重複します）。 

 
① 継続的服薬指導のために必要な場合には、患者や現に看護にあたっている者の連絡先を確認

した後に、薬剤又は薬局医薬品を販売又は授与すること。 

 
② 継続的服薬指導は、患者に一律に実施するものではなく、患者の服用している薬剤の特性や服

用状況等に応じて、その必要性を個別に判断したうえで適切な方法で実施すること。 
 

③ 電話や情報通信機器を用いた方法により実施して差し支えないが、電子メールを一律に一斉配
信することのみをもって対応することは継続的服薬指導の義務を果たしたことにならない。個々の
患者の状況に応じて対応すること。 
 

④ 服薬指導の記録は、処方箋又は薬剤服用歴において必要事項が記載されていればよいこと。 
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